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前日の始業式の後、４，５，６年生が、新入生を迎える準備を心

を込めて取り組みました。入学式には、全校児童が参列し、児童会

代表から歓迎の言葉と在校生みんなから、素敵な歌のプレゼントが

ありました。新１年生９名が、安心して楽しく過ごせるよう、これから

みんなで支え助け合いながら、教育活動を進めていきたいと思いま

す。 

 

今年度も、児童・生徒の学ぶ力を養うための集中した取り組みとして、亀山市内の全小中学校

で行います。本校では、年度当初ということもあり、「学習の約束８」を確認したり、家庭学習や自

主的な学びを進めるための「まなびノート」の取り組み方を考えたり、学習習慣を身につけること

を強化していきたいと考えています。 

「のびのびタイム」では、前の学年の復習や、今後の学習に必要な基礎的な内容を中心に「たし

かめプリント等」に取り組んでいきます。今年度、第１回４月の「のびのびタイム」は、この

kameyama study week 中、４月２０日（月）６限目に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月はいじめ防止強化月間です！ 

学校教育目標     地域とともに 仲間とともに 生き生きと活動する子の育成 

令和8年度入学式（４月９日） 

三重県では、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を

問わずいじめが行われなくなるようにすること等を基本理念とした「三重県いじめ防止条例（以下、

条例）」を平成30年４月から施行しました。条例では、いじめの防止に関する県民の理解を深め、

社会総がかりでいじめの問題を克服するため、毎年４月及び 11 月をいじめ防止強化月間としてい

ます。 

いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を奪い、たいせつないのちまでも危険にさ

らす決して許されることのできないものです。また、いじめはだれにでもどこででも起こりうるも

のであり、学校だけの問題ではなく社会全体の問題です。いじめをなくすためには、子どもに関わ

る全ての大人が意識を高め、みんなでいじめの問題に取り組んでいくことが大切です。ぜひ、保護

者の皆様からも、「「されて嫌なことはしない、言わない」よう、お子様にお声かけをしていただく等、

ご家庭でも子どもたちの安心安全な場づくりへのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

亀山市立野登小学校 

４／１５（水）～４／２２（水）はKameyama Study Week です。 



 

令和８年度の学校経営方針について、４月１４日（火）に行われた第１回学校運営協議会におい

て、委員の皆様のご承認をいただきました。 

昨年度の成果や課題をもとに、子どもたちが安心して登校できる「学ぶことが楽しい学校」にな

るようつとめてまいりますので、引き続き、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 学校経営方針について 


